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工事用給水契約の前納金の廃止について 

 

 

日頃は明石市の水道事業にご理解・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

この度、工事用給水契約手続きの簡素化を図るため、前納金を廃止します。 

つきましては、以下のとおり実施いたしますので、ご協力のほどよろしくお願い

いたします。 

 

記 

 

１ 前納金の廃止 

工事用給水契約における納入通知書払いの場合の前納金を廃止します。 

 

２ 開始日 

令和８年６月１日（月）開栓申込分から 

 

３ 注意事項等 

⑴ 前納金の廃止にあわせ、工事用給水契約申込書を変更します。新様式は、別紙。 

令和８年６月１日（月）開栓申込分からは、新様式を使用してください。 

※旧様式不可 

⑵ また、水道料金が未納の場合の扱いが厳しくなります。期限内納付をお願いし

ます。（新様式参照） 

４ 問い合わせ先 

○工事用給水契約手続きについて 

明石市水道料金お客様センター 給排水係 

TEL ０７８－９１５－０２９０ FAX 078-915-0273 

○制度変更に関すること（前納金の廃止）について 

明石市上下水道局営業課料金係 

TEL０７８－９１８－５０８４ FAX 078-911-4066 


